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　　　議事日程　第４号

　　令和５年６月14日(水曜日)午前10時開議

　第１　一般質問(議案に対する質疑並びに県の

　　一般事務について)
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本日の会議に付した事件

　日程第１　一般質問(議案に対する質疑並びに

　　県の一般事務について)

　　　　 ――――――――――――

出席議員氏名(49人)

　　　　　　　　　　　　星　野　愛　斗　君

　　　　　　　　　　　　髙　井　千　歳　さん

　　　　　　　　　　　　立　山　大二朗　君
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　　　　　　　　　　　　南　部　隼　平　君

　　　　　　　　　　　　本　田　雄　三　君

　　　　　　　　　　　　岩　田　智　子　君

　　　　　　　　　　　　前　田　敬　介　君

　　　　　　　　　　　　坂　梨　剛　昭　君

　　　　　　　　　　　　荒　川　知　章　君

　　　　　　　　　　　　城　戸　　　淳　君

　　　　　　　　　　　　西　村　尚　武　君

　　　　　　　　　　　　池　永　幸　生　君

　　　　　　　　　　　　竹　﨑　和　虎　君

　　　　　　　　　　　　吉　田　孝　平　君

　　　　　　　　　　　　中　村　亮　彦　君

　　　　　　　　　　　　髙　島　和　男　君

　　　　　　　　　　　　末　松　直　洋　君

　　　　　　　　　　　　前　田　憲　秀　君

　　　　　　　　　　　　松　村　秀　逸　君

　　　　　　　　　　　　岩　本　浩　治　君

　　　　　　　　　　　　西　山　宗　孝　君

　　　　　　　　　　　　河　津　修　司　君

　　　　　　　　　　　　楠　本　千　秋　君

　　　　　　　　　　　　橋　口　海　平　君

　　　　　　　　　　　　緒　方　勇　二　君

　　　　　　　　　　　　増　永　慎一郎　君

　　　　　　　　　　　　髙　木　健　次　君

　　　　　　　　　　　　髙　野　洋　介　君

　　　　　　　　　　　　内　野　幸　喜　君

　　　　　　　　　　　　山　口　　　裕　君

　　　　　　　　　　　　岩　中　伸　司　君

　　　　　　　　　　　　城　下　広　作　君

　　　　　　　　　　　　西　　　聖　一　君

　　　　　　　　　　　　鎌　田　　　聡　君

　　　　　　　　　　　　渕　上　陽　一　君

　　　　　　　　　　　　坂　田　孝　志　君

　　　　　　　　　　　　溝　口　幸　治　君

　　　　　　　　　　　　池　田　和　貴　君

　　　　　　　　　　　　吉　永　和　世　君

　　　　　　　　　　　　松　田　三　郎　君

　　　　　　　　　　　　藤　川　隆　夫　君

　　　　　　　　　　　　岩　下　栄　一　君

　　　　　　　　　　　　前　川　　　收　君

欠席議員氏名(なし)

　　 ―――――――――――――――――

説明のため出席した者の職氏名



－ 96 －

令和５年６月定例会　熊本県議会会議録　第４号（６月 14 日）

　　　　　　知　　　　事　蒲　島　郁　夫　君

　　　　　　副 知 事　田　嶋　　　徹　君

　　　　　　副 知 事　木　村　　　敬　君

　　　　　　知事公室長　内　田　清　之　君

　　　　　　総 務 部 長　平　井　宏　英　君

　　　　　　企画振興部長　高　橋　太　朗　君

　　　　　　理　　　　事　小金丸　　　健　君

　　　　　 企画振興部

　　　　　 球磨川流域　府　高　　　隆　君

　　　　　 復興局長

　　　　　 健康福祉部長　沼　川　敦　彦　君

　　　　　 環境生活部長　小　原　雅　之　君

　　　　　 商工労働部長　三　輪　孝　之　君

　　　　　 観光戦略部長　原　山　明　博　君

　　　　　 農林水産部長　千　田　真　寿　君

　　　　　 土木部長　亀　崎　直　隆　君

　　　　　 会計管理者　野　尾　晴一朗　君

　　　　　 企業局長　竹　田　尚　史　君

　　　　　 病院事業

　　　　　　警察本部長　宮　内　彰　久　君

　　　　　　　　　　　　西　尾　浩　明　君

　　　　　　監 査 委 員　藤　井　一　恵　君

　　 ―――――――――――――――――

事務局職員出席者

　　　　　　事 務 局 長　波　村　多　門

　　　　　　　　　　　　村　田　竜　二

　　　　　　議 事 課 長　富　田　博　英

　　　　　　　　　　　　濱　田　浩　史

　　　　 ――――――――――――

　　午前10時開議

○議長(渕上陽一君)　これより本日の会議を開き

ます。

　　　　 ――――――――――――

　日程第１　一般質問

○議長(渕上陽一君)　日程に従いまして、日程第

１、昨日に引き続き一般質問を行います。

　髙島和男君。

　　〔髙島和男君登壇〕(拍手)

○髙島和男君　おはようございます。自由民主

党・熊本市二区選出・髙島和男でございます。選

挙後初めての登壇になります。議員各位、執行部

におかれましては、引き続き御指導を賜りますよ

うに、よろしくお願いを申し上げます。

　それでは、通告に従い、質問を行います。

　最初に、ＴＳＭＣ進出における県の役割につい

てお尋ねします。

　本年９月、新工場が完成し、来年12月の出荷開

始に向けて動きが本格化しますが、これからも、

企業立地、交通渋滞、人材育成、環境保護など、

多岐にわたる分野で県の果たすべき役割は大き

く、当の菊陽町はじめ、県下自治体とのより緊密

な連携が肝要と思われます。

　時に、県の役割の一つに、市町村施策に対する

指導、助言があります。実は、熊本市が現在有す

る悩みに、企業誘致に伴う土地利用の調整があり

ます。

　本年２月、熊本市は、九州自動車道のインター

チェンジ周辺と幹線道路沿線４か所に、工業団地

を新たに確保することを明らかにしました。とこ

ろが、製造業等が進出可能な一定規模の用地確保

が困難という課題を抱えており、その解決手段と

して、地域未来投資促進法の活用を検討している

ようです。

　これは、地域の稼ぐ力を創出するために、特性

を生かして高い付加価値を生み出し、事業者に対

して波及効果を及ぼすことで、地域経済を牽引す

る事業を促進するものです。

　具体的には、都道府県や市町村が基本計画を策

定し、国の同意を受け、選定する地域未来牽引企

業が事業計画を策定、都道府県知事が承認すれ
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　　　　　　商工労働部長　三　輪　孝　之　君

　　　　　　観光戦略部長　原　山　明　博　君
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　　　　　　土 木 部 長　亀　崎　直　隆　君

　　　　　　会計管理者　野　尾　晴一朗　君

　　　　　　企 業 局 長　竹　田　尚　史　君

　　　　　　　　　　　　竹　内　信　義　君
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ば、人材、投資、財政、金融、規制緩和など、様

々な支援が措置されます。

　熊本市は、用地確保に向け、同法に基づく支援

措置等を活用し、土地利用調整関係における規制

緩和に取り組む意向です。

　今後、具体的に計画が進む過程で、県との連携

協力が必須となりますが、その際の対応について

お尋ねします。

　次に、企業誘致に関してお尋ねします。

　現在、各自治体では、ＴＳＭＣの進出に伴う半

導体関連産業の誘致の機運が盛り上がっていま

す。

　自治体は、自らの地域の発展に役立つ成長企

業、大手企業の誘致を望むあまり、この先、綱引

きがさらに激しくなることが推測されます。

　一方で、進出を検討する企業は、アクセスを重

視する、用地規模に重きを置く、従業員の住環境

を大事にするなど、その優先順位に応じて立地条

件は異なります。この先、誘致にしのぎを削って

いては、進出を契機とした地域経済発展のスピー

ドを鈍化させ、ひいては進出を考える企業の意欲

低下を招きかねません。

　そこで、誘致の窓口を県に一元化してはいかが

でしょう。そのほうが、自治体の負担も軽減さ

れ、進出予定企業にとっても分かりやすく、何よ

り偏在を防げるのではないでしょうか。県が企業

のニーズや要望を取りまとめて、合致する自治体

に橋渡しするなど、主体的に調整すべきと思いま

すが、考えを伺います。

　３点目に、熊本港の利活用についてお尋ねしま

す。

　先月13日、熊本港新規事業化報告会兼海洋環境

整備船「海輝」のお披露目式に参加しました。そ

の折も、皆さん口々にＴＳＭＣ進出に期待してい

る旨の言葉がありました。

　熊本港は、平成24年のガントリークレーン整備

後、コロナ以前は、ホンダが二輪車の部品の輸入

や完成車の輸出、サントリーが麦芽輸入を博多か

ら一部シフトするなど、化学工業製品の輸出を含

めて、取扱量は増加傾向にありました。

　目下、コロナも５類に移行し、来年度は、従前

に比べて安全で機能性に優れた新しいガントリー

クレーンも設置される運びです。そのほか、港に

は、度々論議が交わされている背後地がありま

す。

　そこで、ＴＳＭＣ進出に当たり、熊本港からの

輸出入の誘導を含めた活用策及び背後地にある第

２次分譲予定地の利活用について、以上３点、知

事にお尋ねします。

　　〔知事蒲島郁夫君登壇〕

○知事(蒲島郁夫君)　まず、産業用地整備におけ

る熊本市との連携についてお答えします。

　議員御紹介のとおり、熊本市では、九州自動車

道のインターチェンジ周辺など、交通の利便性の

高い地域を対象エリアとして、産業用地の整備に

向けた検討を進めています。

　その整備に当たっては、地域未来投資促進法に

基づく支援措置の活用を検討されています。

　これまでも、支援措置の活用に向けた国、県、

市の３者による意見交換を実施し、本年４月から

企業誘致に精通した県幹部職員を熊本市に派遣す

るなど、連携を強化しています。

　今後も、支援措置に必要な計画策定に対し、き

め細かな助言を行うなど、熊本市の速やかな産業

用地整備に向けて、積極的に支援してまいりま

す。

　次に、企業誘致の窓口の一元化についてお答え

します。

　これまでも、私自身がトップセールスを行うな

ど、県が主体となり、県外の投資意欲のある企業
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等を訪問し、県全域の魅力や立地条件等を伝える

ことにより、多くの企業の誘致につなげてきまし

た。

　一方、既に立地された企業のさらなる投資への

意向把握など、地元市町村の役割は非常に重要で

す。市町村が企業に寄り添い、信頼関係を構築

し、これを県がサポートすることで増設につなが

った事例もあります。

　また、社会情勢の変化が激しい中、県が、地域

の産業、住環境や土地に関する情報、さらには住

民の意向など、全てを詳細に把握することは難し

い状況にあります。

　私は、県と市町村の双方が、時には主体とな

り、時にはサポート役になりながら、企業と向き

合い、誘致活動を進めていくほうが効果的であ

り、より地域のニーズに合った投資につながると

考えています。

　今後とも、ＴＳＭＣ進出効果が県内全域に波及

するよう、これまで以上に市町村と連携しながら

企業誘致に取り組んでまいります。

　最後に、熊本港の活用策と第２次分譲予定地の

利活用についてお答えします。

　熊本港の活用については、これまでも私が先頭

に立って、精力的に荷主企業への働きかけや船会

社に対する増便、新規航路誘致などのポートセー

ルスを実施してまいりました。

　その結果、本年４月には、韓国の釜山航路に加

え、神戸港を経由したグローバルな海上運送を可

能にする国際フィーダー航路が新たに就航しまし

た。

　また、国に要望してきた耐震強化岸壁の整備に

ついても、本年度、新たに事業化が決定されまし

た。

　さらに、ＴＳＭＣの熊本進出決定以降、中九州

横断道路や熊本西環状道路の整備など、交通アク

セスの強化につながる事業も加速化しており、熊

本港は、今、さらなる飛躍に向けた転換期を迎え

ています。

　このビッグチャンスを最大限活用するため、県

外の港を利用されている荷主企業に加え、ＴＳＭ

Ｃのサプライチェーン関連企業を含む多くの企業

に対し、積極的な利用を働きかけているところで

あります。

　熊本港の第２次分譲予定地については、現在、

多くの企業に短期的な貸付けを行っています。昨

年度からは、ＪＡＳＭ工場の建設資材や設備の仮

置き、組立て場所としても活用されるなど、活発

に利用されています。

　加えて、熊本港への立地を検討している複数の

企業から問合せがあるなど、注目度が高まってい

ます。そのため、恒久的な利活用に向けて、地盤

改良などの基盤整備の検討も進めているところで

す。

　本県が、ＴＳＭＣの進出を機に、世界的な注目

を集める中、熊本港の物流拠点としての存在価値

を高めるとともに、県経済の発展にもつなげられ

るよう、関係機関と連携し、しっかりと取り組ん

でまいります。

　　〔髙島和男君登壇〕

○髙島和男君　地域未来投資促進法については、

熊本市と引き続き密に連絡を取り合っていただい

て、漸次進めていただきたいと思います。

　第２工場の話題もありますが、仮に一定の時間

を経て熊本を中心に半導体製造の一大拠点が構築

されれば、関連企業が、生産拠点だけでなく、営

業拠点を新設することも考えられます。

　新生シリコンアイランドを目指して、知事に

は、県下全域はもとより、九州知事会の会長とし

て、九州の浮揚を視野に取り組んでいただきたい

と思います。
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　港については、ただいま複数企業から問合せが

あるとの答弁でありました。地方を固めて、熊本

市の港としての存在価値をより一層高めていただ

くよう要望をいたします。

　次に、熊本の公共交通再構築についてお尋ねし

ます。

　昭和40年代の高度経済成長期、モータリゼーシ

ョンの進歩により、高齢者を含めて、自家用車や

免許保有者が増加し、地方では、公共交通の利用

者が激減しました。

　また、一連のコロナ禍で、事業者の経営は急速

に悪化し、運転手の確保もままならず、このまま

看過すると、いくら補助金を交付しても、物理的

に路線やダイヤが維持できない状況に陥ります。

　以前も申し上げましたが、運賃収入を主な原資

とし、それぞれの交通事業者が独立採算で事業を

賄う現行の手法では、将来が見通せないことを再

度指摘いたします。

　近頃は、一昔前と比べると、台風や豪雨など自

然災害の回数も、破壊力も増し、本県を含めて、

鉄軌道が被災する例が全国で相次いでいます。新

幹線のように、大動脈と位置づけられる路線は早

急に復旧されますが、利用者が少ない地方路線

は、運休後、復旧費用がネックになるケースが少

なくありません。

　そこで、地方の公共交通網の維持の在り方に一

石を投じる議論が、今滋賀県で進行中です。それ

は、公共交通を支える財源を県税として確保しよ

うという交通税の導入の検討です。

　そのベースには、交通は、社会的共通インフラ

であり、利用者のみが対価を払ってメリットを受

けるだけでなく、地域の文化や福祉など、広い意

味での公共を形づくる重要な要素を幅広く分担し

てもらおうとの考えが根底にあります。

　さて、公共交通を論じる上で、ほとんど俎上に

のりませんが、重要な視点として、高齢者の健康

維持に貢献していることがあります。公共交通が

衰退し、移動手段が限られると、高齢者の外出機

会を奪うことにつながりかねず、その結果、介護

の必要な高齢者をさらに生み出すことになりま

す。

　スクリーンを御覧ください。(資料を示す)

　熊本都市圏の交通分担率の推移を見ると、冒頭

申し上げたように、40年の間に公共交通の利用の

減少と比例する形で、自動車は、激増し、その分

徒歩は、激減しています。恐らく、この傾向は現

在さらに進行し、自家用車の利用が進むほど慢性

的な運動不足を招く可能性が高くなります。

　ちなみに、本県の65歳以上の高齢者の割合、い

わゆる高齢化率は、令和３年10月現在31.9％で、

その半数以上を75歳以上の後期高齢者が満たして

います。高齢者の外出を促し、健康で長寿社会を

実現するためにも、公共交通の維持は重要な施策

であることを重ねて申し上げます。

　そのほかにも、公共交通の利用は、渋滞解消に

よる地域経済への好影響やＣＯ2削減による環境

保全など、今の時流にも即しています。

　そこで、公共交通の再構築を図るには、県がイ

ニシアチブを取って、県域の持続可能性を有する

将来のグランドデザインを描き、実現に向けた基

本的なスタンスを速やかにまとめることが肝腎で

す。その上で、具体的に進めていくには、地域住

民のコンセンサスが不可欠であり、地域公共交通

協議会等の場を通じて議論すべきと考えます。

　再構築を図る具体的な考え方とその進め方につ

いて伺います。

　次に、公共交通は、高齢者のみならず、学生に

とっては重要な通学の手段であり、地域の活性化

にも寄与しています。

　そこで、公共交通の公益性を多角的に検証し、
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財源を含めて、より主体的に取り組むべきと考え

ますが、見解をお尋ねします。

　最後に、緊急課題である運転手不足について

は、このままでは路線維持ができなくなる確率が

高いことから、過疎地域においては、以前にも増

して関係市町村や事業者と連携の下、バスからコ

ミュニティー交通へ積極的な転換を図り、ＡＩデ

マンドタクシーなどの活用を進める必要があると

考えます。

　運転手不足にどう対処するのか、以上３点、企

画振興部長にお尋ねします。

　　〔企画振興部長高橋太朗君登壇〕

○企画振興部長(高橋太朗君)　まず、１点目の公

共交通の再構築に向けた進め方等についてお答え

いたします。

　県では、令和３年３月に、公共交通政策のマス

タープランとなる熊本県地域公共交通計画を策定

し、持続可能な交通ネットワークの構築に取り組

んでいます。

　計画をより実効的に推進するためには、関係者

間でコンセンサスを図った上で取組を進めていく

ことが大切です。

　そのため、県や市町村だけでなく、交通事業

者、利用者の代表、学識経験者など、多様な主体

が参画する熊本県地域公共交通協議会や地域ごと

に設けるブロック部会において、地域の実態や利

用ニーズを踏まえた意見交換を実施しています。

　引き続き、利用者の低迷と交通事業者の経営悪

化、運転士不足など、現在の厳しい状況を踏まえ

た課題認識を共有しながら、協議会において議論

を重ねてまいります。

　次に、２点目の公共交通の持つ公益性について

お答えいたします。

　県内市町村には、高齢者に公共交通の利用を促

して外出機会の増大を健康増進につなげたり、新

たな輸送サービスを導入して子供さんたちの通

学、通塾を支援したりする事例があります。議員

御指摘のとおり、公共交通は、単なる移動手段に

とどまらない、福祉や教育などの分野に及ぶ多面

的な効果も持っています。

　県としては、このような公共交通の多面的な効

果に着目した好事例について、多様な主体が参画

する協議会で研修会を主催して関係者間で共有す

るなど、公共交通の利用促進に主体的に取り組ん

でまいります。

　最後に、３点目の運転士不足への対応について

お答えいたします。

　公共交通政策を推進する県としても、運転士不

足は重要かつ喫緊の課題と認識しています。

　対策の一つとして、本県の計画に、路線バスに

代わるコミュニティー交通の充実を目標の大きな

柱に掲げています。

　現在、県内ほとんどの市町村で、バスの運転士

不足にも対応する形でコミュニティーバスや乗合

タクシーが導入されています。

　県としても、昨年度から、財政支援制度を見直

して、新たな技術の導入など、コミュニティー交

通の充実に取り組む市町村を重点的に支援してい

ます。

　今後も、交通事業者との情報共有を密にしなが

ら、輸送資源が逼迫する中でも持続可能な公共交

通の構築を目指してまいります。

　　〔髙島和男君登壇〕

○髙島和男君　昨日、国は、2023年版の交通政策

白書を閣議決定しました。そこには、公共交通の

利用者の減少や便数減などのサービス低下が相互

に悪影響を及ぼす現状を負のスパイラルと表現

し、悪化を避けることが困難な状況と警鐘を鳴ら

しています。

　今回、高齢者にフォーカスしてるる述べました



－ 101 －

令和５年６月定例会　熊本県議会会議録　第４号（６月 14 日）

が、県民がどこに住んでいても、安心、安全に移

動できる権利を保障するのが政治、行政の役割だ

と思います。地域の実情に応じて、支援はもちろ

ん、積極的に関与する施策を打ち出し取り組んで

いただくよう、強く要望をいたします。

　次に、都市近郊における地域計画と稼げる農業

についてお尋ねします。

　近年、国は、高齢化や人口減少の本格化で農業

者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適

切に利用されなくなることを懸念して、農地を利

用しやすくなるよう、集約化等に向けた取組を進

めています。

　そして、このたび、人・農地プランが地域計画

として法定化され、地域農業の将来の在り方の計

画の確立と農業を担う者ごとに利用する農地を地

図に示す改正法が４月１日施行されました。

　地域計画は、令和７年３月までの２年間で、市

町村が農地の保全、利用、活用を計画的に推進す

るために策定するものです。

　具体的には、農業委員会はじめ関係機関による

話合い活動を通じて地域計画の区域を決め、10年

後に目指す農用地の効率的で総合的な利用に関す

る目標等を定めます。その後、担い手ごとに利用

する農用地等を地図に表示する目標地図の素案を

作成しますが、計画の策定はもとより、後々の実

行段階においても、農業委員会が重要な役割を担

います。

　先般、自治体職員や農業委員の方々と地域計画

について話をする機会があり、数点指摘がありま

した。１つ、策定には多くの人的、財政的な資源

が必要で、自治体負担が増大しかねないこと、２

つ、農業者だけでなく、地域住民参加が求められ

るが、関心や理解が不足して策定過程や内容が適

切に伝わらないおそれがあること、３つ、市町村

の政策や予算の変更、後継者の意欲や社会情勢の

変化など、予測できない事象の発生が考えられる

こと、４つ、計画を策定するにおいても、それが

適切な評価に値するものかなど、種々もっともな

御意見を頂戴しました。

　ところで、熊本市西南部地域においては、従

来、米作りとナス、トマト、メロンなど施設園芸

の複合経営を中心に生産が行われてきましたが、

今日では市街化が進み、農地と宅地が混在してい

ます。

　市街化が進む都市近郊で農業を維持するには、

市街化調整区域内の農振農用地はじめ生産基盤と

なる農地をいかに確保していくかが重要と思われ

ます。

　また、一部地域では、御多分に漏れず、高齢化

等で担い手不足が進み、生産維持が困難な状況に

直面し、特に、昨今の燃油や肥料、資材等の高騰

が経営を悪化させています。

　県は、これから市町村が地域計画を策定する

際、必要に応じて、地域の特性や課題に応じた策

定方法や内容について、指導や支援を行います。

　そこで、先ほどの指摘事項を念頭に、都市近郊

で地域計画を策定する際の県の取組、対応につい

て所見をお尋ねします。

　次に、稼げる農業の実現に向けた基盤整備につ

いてお尋ねします。

　熊本市西南部では、市街化が進んだことで、農

地の整備に関して、農家の間でも取り組む意欲や

考え方が異なります。殊に開発が進む地域に隣接

しているところほど、ちゅうちょする傾向がある

ようです。

　また、地域によっては、用排水分離が行われて

いないことが原因で、今もなお地下水位が高い農

地も多く存在し、出水期ともなれば、農地からの

排水が困難で、作物生産に支障を来しています。

こうした条件が不利な農地では、用排水分離や暗
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渠排水等の農地の整備が急務です。

　さらに、熊本市西南部は低平地であることか

ら、湛水被害を防止して施設園芸に取り組むため

の排水機場が33か所設置されていますが、設置か

ら30年が経過し、更新整備に着手していない機場

が15あります。

　先頃、実際に見て回りましたが、老朽化による

機能低下や故障が懸念されます。整備に多額の費

用を要することは承知していますが、将来にわた

って排水機能を維持していくことは絶対条件で

す。

　そこで、熊本市西南部における稼げる農業の実

現に向けた基盤整備について、以上２点、農林水

産部長にお尋ねします。

　　〔農林水産部長千田真寿君登壇〕

○農林水産部長(千田真寿君)　１点目の都市近郊

における地域計画の策定についてお答えいたしま

す。

　地域計画は、これまで農家の皆さんが守り続け

てきた農地を次の世代に着実に引き継いでいくた

め、将来の地域農業の在り方や10年後の農地を誰

が利用し、どうまとめていくかを示した目標地図

を、関係者の話合いに基づき、市町村が作成する

ものです。

　県内では、今後637の地域で策定を予定してい

ますが、議員御指摘のとおり、市町村や農業委員

会における人的、財政的な負担増や地域住民の参

画について懸念があることは認識しております。

　特に、都市近郊では、他の地域と比べ、農地と

住宅等が混在していることから、農家に加え、土

地持ち非農家や集落の代表者など、農家以外の幅

広い関係者が話合いに参加し、地域農業の課題や

将来の方向性、農地利用の目標などについて共有

することが重要です。

　このため、県では、地域での話合い活動が円滑

に進むよう、計画策定の準備段階から、作成の手

順や先行事例などについて、市町村や農業委員会

などと構成する農地集積推進チームで情報共有を

行うなど、積極的に支援を行ってまいります。

　また、国の事業を活用して、話合いをコーディ

ネートする専門家の派遣や協議内容の取りまと

め、タブレットの導入による意向調査の迅速化な

どを支援し、計画策定に携わる関係機関の負担軽

減を図ってまいります。

　２点目の熊本市西南部における稼げる農業の実

現に向けた基盤整備についてお答えいたします。

　市街化が進む都市近郊で、農地を確保し、農業

を維持するためには、水路の用排水分離など、稼

げる農業が展開できる生産基盤の整備が必要不可

欠です。

　圃場整備等の土地改良事業については、受益者

からの申請が前提であり、地元の合意形成が重要

です。一方で、市街地に近い地域においては、農

家の後継者不在や事業負担金への不安、農地の他

用途への転用に対する期待などから、農家や土地

持ち非農家の土地改良事業に対する考え方は様々

です。

　このため、まずは地元関係者が将来の地域農業

の在り方についてビジョンを描くことが重要であ

り、県としては、地域計画の話合いの機会を捉

え、熊本市、土地改良区等の関係機関と連携し、

事業の制度や効果、農家負担金などについて説明

を行うとともに、議論の進展に寄り添い、伴走型

の支援を行ってまいります。

　また、排水機場は、農業生産の高度化や農村地

域の災害防止のために重要な施設です。

　本地域において、設置から30年以上が経過し、

更新整備に未着手の排水機場15か所のうち、設置

年度の古い５か所については、県が基礎調査を実

施しており、このうち最も古い元三排水機場は、
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来年度の採択へ向けて事業計画を作成中です。

　今後も、熊本市や土地改良区と連携し、適切な

監視や補修などにより施設の長寿命化も図りなが

ら、計画的な更新整備を推進してまいります。

　県としては、地域計画策定に向けた議論を通じ

て、担い手への農地集積、集約化や地域農業を支

える多様な経営体の確保、育成を図るとともに、

地元が望む基盤整備の具体化を支援し、稼げる農

業の実現につなげてまいります。

　　〔髙島和男君登壇〕

○髙島和男君　地域計画に関しては、農業委員の

方々は、計画の意味や方向性も御存じでございま

すが、全体的に計画に対する認知度にばらつきが

あるような気がします。

　策定過程の負担軽減についても、具体例を示し

ていただきました。期限が決まっておりますの

で、様々な手法を駆使して、市町村がスムーズに

策定できるように後押しをお願いいたします。

　市街化が進んだとはいえ、熊本市西南部におけ

る基幹産業は農業です。基幹産業が疲弊すれば、

地域が疲弊し、いずれ周囲に伝播します。食の生

産を通じて、地域を守り、発展させていく、そし

て何より、稼げる農業を実現するために、引き続

き基盤整備への助力をお願いいたします。

　次に、これからの保育所についてお尋ねしま

す。

　今月２日、厚労省は、2022年の国内の出生数

が、前年比５％減の77万747人だったことを発表

しました。1899年の統計開始以降最少となり、初

めて80万人台を割り込みました。

　90年の合計特殊出生率1.57ショックを契機に、

少子化がクローズアップされ、国は、仕事と子育

ての両立支援など、子供を産み育てやすい環境づ

くりに奔走しました。

　また、2016年、｢保育園落ちた日本死ね」のＳ

ＮＳへの投稿が論議を呼び、待機児童解消加速化

プランで保育所を急速に整備しました。

　スクリーンを御覧ください。(資料を示す)

　これは、本年４月時点の本県の保育所の利用定

員と入所児童数を振興局ごとにまとめたもので

す。

　地域によって差異はあるものの、充足率100％

を切っており、すなわち、全ての地域で定員割れ

が起きています。なお、熊本市は、一見ほぼ満た

しているようですが、実は、４割を超える施設で

定員割れが生じています。

　定員割れは、様々な問題の呼び水になります。

　まず、国が定める公定価格の基準が定員を満た

した運営を基本としているため、定員割れになる

と、実質赤字運営となり、職員配置や設備等の改

良が難しくなり、保育の質の低下につながりま

す。

　加えて、次年度の入園児数の予測を立てるのが

困難なため、新規採用が厳しく、その結果、最低

基準の職員配置となり、保育士の負担の増加並び

に保育士不足を早めることにつながりかねませ

ん。

　さて、３月発表された次元の異なる少子化対策

のたたき台では、保育士１人で担当する子供の数

を定めた配置基準の改善が盛り込まれました。

　確かに、１日の保育時間内でのノンコンタクト

タイムや落ち着いた状況での事務作業など、働く

環境に目を向ける配置基準の見直しは了としま

す。しかし、今でさえ経営姿勢や立地環境がゆえ

んで、保育士不足は深刻、採用すら厳しい実態が

あります。それに、そもそも定員割れの園では、

子供がいないので、現場感覚とも乖離していま

す。

　これまで、保育所といえば待機児童問題が取り

上げられましたが、これからは一転して定員割れ



－ 104 －

令和５年６月定例会　熊本県議会会議録　第４号（６月 14 日）

と存続が難題となるでしょう。

　保育所等に関して、一律に論じることができな

い背景には、抱える問題が自治体間で開きがあ

り、あまつさえ自治体内においても地域で事情が

異なるからです。

　そこで、３点お尋ねします。

　この後、一部の地域を除いて、定員割れは、さ

らに加速することが必至と思われます。このこと

に対する県の認識、今後の対応についてお尋ねし

ます。

　次に、定員を満たしている地域では、以前から

兄弟姉妹が別々の園に通っているケースが散見さ

れます。保護者、そして子供たちのためにも、入

園に係る審査基準の是正が須要です。

　こどもまんなかをうたい、多子世帯を支援する

のであれば、県が率先して自治体と協議をし、兄

弟姉妹が同じ園に通園できる仕組みを整える必要

があると思いますが、見解を伺います。

　最後に、国の保育メニューは、自治体財政の余

力に関係なく、交付金の補助割合は一定していま

す。

　今年度よりこども家庭庁に一元化された就学前

教育・保育施設整備交付金も、割合比率は、国２

分の１、市町村と設置主体が４分の１ずつになっ

ています。財源の捻出に苦労しない自治体とそれ

以外の地域では、受けるサービスで格差が広がる

蓋然性があり、そのことが保育の質に影響するこ

とも憂慮されます。

　県内全ての子供が同水準の保育を受けられるた

めに県がなすべきことは何か、所見を伺います。

　以上３点、健康福祉部長にお尋ねします。

　　〔健康福祉部長沼川敦彦君登壇〕

○健康福祉部長(沼川敦彦君)　子供の数ととも

に、保育士など子育て支援の担い手も少なくなる

中、必要な保育をどのように確保、維持していく

かは大きな課題です。

　そこで、まず、定員割れが加速することに対す

る県の認識と対応についてお答えします。

　令和４年の本県の出生数は１万1,875人であ

り、年々子供の数が減少しています。そのため、

定員割れなどにより、安定的な運営が厳しい状況

になっている保育所や認定こども園があることは

承知しております。

　このため、人口減少地域においても安定的に運

営ができるよう、施設に対する新たな給付費の設

定や現行の配置基準よりも多く保育士等を配置し

た場合における人件費等の加算について、国へ制

度の創設を要望しているところです。

　また、保育所が持つ人材やこれまでに蓄積して

きた地域とのつながりを生かして、放課後児童ク

ラブや子ども食堂の併設による多機能化を図るな

ど、保育の枠を広げた福祉サービス拠点としての

在り方について、今後、市町村や保育団体等との

意見交換を進めてまいります。

　次に、兄弟姉妹が同じ保育所に入園できるよう

にするため、市町村にどのように関わっていくの

かについてお答えします。

　市町村は、入園に際し、待機児童を発生させな

いように留意しながら、現在も、できる限り兄弟

姉妹が同じ園で保育を受けられるよう、優先的に

配慮して利用調整を行っています。

　しかしながら、例えば、１歳の誕生日を迎えた

子供を保育所に預けて仕事に復帰しようとする場

合、入園希望の時期によっては、上の子と同じ園

の利用定員が既に埋まっており、一緒に預けられ

ない事例が見られます。

　そこで、まずは利用調整の実態を把握した上で

市町村等と意見交換を行い、具体的に何ができる

かを検討してまいります。

　最後に、県内全ての子供が同水準の保育を受け
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るための県の取組についてお答えします。

　自治体の財政力にかかわらず、必要な保育の質

が担保されることは、大変重要であると考えてお

ります。

　そこで、県では、施設に対し、第三者評価の実

施や保育士のキャリアアップ研修の受講を促すと

ともに、保育人材の確保に要する費用の一部を市

町村と連携して支援しております。

　引き続き、市町村や関係団体と連携し、保育サ

ービスの現状と課題を把握しながら、国への要望

も含め、必要な支援の充実に取り組んでまいりま

す。

　　〔髙島和男君登壇〕

○髙島和男君　昨夜の会見で明らかになりました

が、国は、親の就労時間を問わず、誰でも時間単

位で保育所を利用できるようにする、仮称こども

誰でも通園制度を来年度から実施する方向です。

定員割れで生じた空きを活用して、門戸拡大につ

なげる意向です。

　地域によって、定員割れは、既に喫緊の課題で

す。国の動向を見据え、地域で生まれた子供たち

が、地域の保育所に平等に通園できる体制を維持

できるように取り組んでいただきたいと思いま

す。

　過日、長女と三女を園に預けた後、次女を別の

園に送り届けるのを失念して車中に取り残し、熱

中症で亡くなった不幸な事故があったことは記憶

に新しいところです。何ができるかを検討すると

の答弁でしたが、その間、一緒に通園できない兄

弟姉妹がいることに思いを寄せていただきたいと

思います。それこそ、誰一人取り残さない姿勢

で、一刻も早く解消に取り組んでいただくよう、

改めて要望をいたします。

　最後に、教育委員会の責任と教師不足への対応

についてお尋ねします。

　昨年１月、文科省は、各都道府県、政令指定都

市の教育委員会において欠員が生じている教師不

足調査の結果を明らかにしました。本県は、小学

校の不足率が島根県に次いでワースト２位、中学

校はワースト１位でした。

　また、本年１月、県内の公立中学校に勤務する

男性教師が、３年前から一昨年にかけて、女子生

徒にキスをしたり、体に触れたりしていたことが

分かり、県教委は懲戒免職の処分にしました。

　議員各位におかれては、いずれも御承知の案件

であり、その都度、一般質問あるいは委員会の場

で議論の対象になりました。

　そのほか、教師に関しては、全国的にもメンタ

ル不調による休職、退職者の増加、一向に減らな

い長時間労働など、課題は解決どころか常に山積

しています。

　そして、これらが複合化することで、教師イコ

ールブラックのイメージが定着し、学生の教職離

れに拍車をかける悪循環にはまっているようで

す。このままでは、教育現場はさらに混迷を深め

るのではと危惧します。

　さて、話を民間企業に例えると、仮に企業内で

社員不足や長時間労働が問題視されたら、経営者

や取締役は、即刻改善方針を打ち出し、実行に移

す責任があります。逆に、放置した挙げ句企業価

値を損ねたら、経営者や取締役は、株主等から責

任追及されるのは明白です。

　つまり、会社経営であれば、責任の所在は経営

者を含めた取締役会にあります。同様に、学校の

管理運営責任は、経営者である教育長及び社外取

締役に相当する教育委員に帰結するのではないで

しょうか。

　都道府県、市町村における教育行政を規定する

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第１

条の趣旨には「教育委員会の設置、学校その他の
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教育機関の職員の身分取扱その他地方公共団体に

おける教育行政の組織及び運営の基本を定めるこ

と」を目的としています。また、第１条の２の基

本理念には「地方公共団体における教育行政は、

教育基本法の趣旨にのつとり､」｢国との適切な役

割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行わ

れなければならない｡」とあります。

　要するに、公教育の第一義は、各自治体の責任

と判断で運営しなければならないことを、いま一

度肝に銘じておく必要があります。

　そこで、３点お尋ねします。

　教師不足に関して、校長や教頭が、退職したＯ

Ｂに臨時採用講師を依頼したり、保護者に教員免

許を持つ知り合いの紹介を求めた事例が報じられ

ました。職員の身分取扱いといった教師の手配、

確保など、労働環境に責任を持つべきは、配置し

ている各自治体の教育委員会のはずです。実態を

含めて、自治体の教育委員会の責任に関して見解

を伺います。

　次に、本県の教育委員会は、教育長及び５人の

委員で組織されています。各委員は、本県教育に

関する最高意思決定の場に参画されるわけですか

ら、無論、責任も共有していただいているはずで

す。

　しかし、問題は頻発あるいは膠着し、事態が好

転しているようには思えません。議事録も一読し

ましたが、改善を図るには、議論の在り方につい

て、一考を要するのではないでしょうか。

　最後に、文科省は、教師不足を補うために、教

員免許を持っていない人が教壇に立てるなど、様

々な対策を試みています。

　歴史をひもとくまでもなく、教育は、国の活力

の源泉であり、教育の質が教師の力量に左右され

ることは論をまたないところです。数合わせを優

先し、質の担保をないがしろにすれば、本末転倒

です。

　そこで、速やかに、本県の教師志願者に向け

て、現場の仕事量削減の明確化と中長期的な採用

指針や確保の見通しを示すべきと思いますが、所

見を伺います。

　以上３点、教育長にお尋ねします。

　　〔教育長白石伸一君登壇〕

○教育長(白石伸一君)　まず、１点目の自治体の

教育委員会の責任についてお答えいたします。

　市町村教育委員会には、その管内における教職

員の服務監督や学校の体制整備、施設の管理な

ど、果たすべき多くの役割と責任があります。

　中でも、教職員の不祥事や教員不足、働き方改

革等、全県的な課題につきましては、教職員の任

命権限を持つ県教育委員会も、市町村教育委員会

と連携して解消に向けた取組を進めていかなけれ

ばならないというふうに認識しております。

　自治体により学校や地域を取り巻く教育課題は

様々でございますが、今後も、地域の実情に応じ

た教育の振興が図られるよう、教員確保に係る情

報提供や助言等を通して、市町村教育委員会への

支援をしっかりと行ってまいります。

　次に、２点目の県教育委員会における議論の在

り方についてお答えいたします。

　県教育委員会においては、毎月定例会を開催

し、教育行政における重要事項をはじめ、職員の

任免や学校の設置、規則の制定などを審議してお

ります。

　また、教育現場の視察や学校行事への参加、ほ

かの教育委員会委員との意見交換など、学校や地

域の実情を把握するための様々な活動も行ってお

ります。

　定例会等では、教員不足に対して、教員の魅力

を効果的に発信する方法をはじめ、教員を目指す

高校生を支援する取組や教員採用試験制度の見直
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し、民間のノウハウを活用した学校の業務改善な

どについて、委員から積極的に提言いただいてお

ります。

　また、教職員の不祥事対策として、研修の徹底

や未然防止の仕組みづくり、さらにいじめ、不登

校に対しては、ＩＣＴを活用した相談体制の充実

や窓口の明確化など、様々な観点から議論もいた

だいているところでございます。

　今後も、より一層活発な議論を重ね、本県教育

行政が抱える課題の解決に向け、全力で取り組ん

でまいります。

　最後に、３点目の仕事量削減の明確化と中長期

的な採用指針や確保の見通しについてお答えいた

します。

　県教育委員会では、教員不足の解消は喫緊の課

題と認識しており、学校現場の働き方改革と教員

の成り手の確保の両輪で取組を進めております。

　働き方改革につきましては、これまでも、外部

人材の活用、業務のＩＣＴ化や部活動の見直しな

どに取り組み、時間外在校等時間が月45時間を超

える職員の割合も年々減少しております。

　今後も、教員の業務支援を行う職員等の配置の

充実やＩＣＴの活用など、さらなる業務の削減、

効率化に取り組み、教員のワーク・ライフ・バラ

ンスの実現を図ってまいります。

　また、教員の成り手の確保につきましては、こ

れまでも、退職者数の状況等を踏まえ、計画的に

採用を行っています。さらに、大学訪問等を通じ

て、教員のやりがいや魅力のアピールにも積極的

に取り組んでいます。

　今後も、定年の引上げによる退職者数の動向等

を見極め、採用人数の平準化を図りながら、質の

高い教員の確保に努めるとともに、教員が本来担

うべき業務に専念できる環境の整備に全力で取り

組んでまいります。

　　〔髙島和男君登壇〕

○髙島和男君　今回、あえて責任と表現したの

は、もう悠長なことは言っていられないという危

機感からでありました。

　本県教育委員会の事務局は、292人の職員で構

成され、その半数以上が先生方です。委員会の先

生方は、学校現場の悩み、目詰まりの原因を熟知

されており、教壇に立つ先生方に代わって負担を

軽減、解消することも大事な任務のはずです。そ

れがまさに学校現場と委員会を行き来する本来の

目的の一つではないでしょうか。委員会における

先生方の奮闘を祈念いたします。

　以上で用意した質問全て終了をいたしました。

　最後までの御清聴ありがとうございました。

(拍手)

○議長(渕上陽一君)　この際、５分間休憩いたし

ます。

　　午前10時57分休憩

　　　　 ――――――――――――

　　午前11時７分開議

○副議長(内野幸喜君)　休憩前に引き続き会議を

開きます。

　橋口海平君。

　　〔橋口海平君登壇〕(拍手)

○橋口海平君　皆さん、こんにちは。自由民主

党・熊本市第一選挙区選出の橋口海平です。

　今日、質問、たくさん、文字数が多うございま

す。心配されている方がいらっしゃいますので、

早速、元気よく質問に入りたいと思います。

　まずは、人口減少社会について質問させていた

だきます。

　現在、日本の人口は、2023年５月１日現在で約

１億2,450万人で、前年の同月と比べ約57万人の

マイナスとなっております。2008年、今から15年

前に、日本の人口はピークを迎え、約１億2,808
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万人となっておりました。15年間で約358万人も

人口が減少したことになります。

　15歳から64歳まで、いわゆる生産年齢人口は、

2023年５月１日現在で約7,397万人、ピークが

1995年の約8,726万人でした。28年間で1,329万人

も減少しております。

　2022年の出生者数は、初の80万人割れで77万

747人。出生数は比較をするのが難しいのです

が、第１次ベビーブーム、1947年から49年までで

すが、そのときは過去最高の269万6,638人。第２

次ベビーブーム、1971年から74年ですが、209万

1,983人でありました。現在の出生数からすると

非常に多いわけですが、人口を維持する合計特殊

出生率が2.07と言われておりまして、第２次ベビ

ーブームの最終年には2.05だったので、そのとき

から人口減少の予兆があったのではないかと思い

ます。

　一方、本県の人口は、2023年５月１日現在で

170万8,959人、前年の同月と比べ9,656人のマイ

ナスとなっております。本県の人口は、1956年に

ピークを迎え、約190万3,000人でしたので、ピー

ク時から比べると、約19万4,000人が減少したこ

とになります。

　出生数は、1949年、第１次ベビーブームの６万

2,911人、第２次ベビーブームの２万6,433人、そ

して昨年、2022年は１万1,875人となり、減少傾

向が続いております。

　人口減少を食い止めるために、政府でも異次元

の少子化対策、本県でも人口ビジョンを策定し、

様々な少子化対策を行っております。

　人口ビジョンでは、このまま何も対策を講じな

ければ、2060年の人口は124万3,000人まで減少、

しかしながら、予測される人口減少に対し、県民

の希望、理想が実現した場合の出生率や社会減を

2023年までに半分程度に縮小し、その後は人口移

動が均衡する仮定を設定し、2060年の人口を141

万1,000人程度とする将来展望を示しておりま

す。

　この数字は2021年の数字ですが、人口ビジョン

を策定した2015年の将来展望は、144万4,000人で

した。新型コロナウイルスなど様々な影響があっ

たにせよ、なかなか人口ビジョンどおりにはなっ

ていないと感じております。そしてまた、幾ら様

々な対策を講じても、人口が減少していくことは

避けられないことで、人口が減少している中で、

どのように熊本の未来をつくっていくかを考えな

いといけないと思っております。

　そこで質問です。

　今まで申し上げたように、本県の人口が減少し

ていくことをどのように認識しているのか、ま

た、人口減少時代をどのように乗り越えていくの

か、知事にお尋ねします。

　続きまして、人口減少社会の労働力確保につい

て質問します。

　先ほど申し上げたように、人口減少だけではな

く、生産年齢人口も減少しております。現在、様

々なところに足を運ぶたび、どこの業界でも、人

手が足りない、人材を確保するのが難しいという

話を聞きます。

　様々な業界において、人材を確保するために、

例えば、学校へ出前授業に行ったり、また、職業

を知ってもらうイベントを開催したり、様々な団

体が努力をしております。

　また、業界団体だけではなく、企業において

も、人材を確保するために、働き方改革を熱心に

行ったり、ブライト企業に登録しアピールした

り、もちろん給与も上げたり、企業側も人材確保

のために必死で取り組んでおります。このよう

に、人材の奪い合いになっております。

　そして、本県では、ＴＳＭＣ、ＪＡＳＭの稼働
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が近づいております。また、それに関連した企業

も熊本にどんどん誘致するということで、そちら

に人材が集中してしまわないか心配する声も聞こ

えてきます。

　賃金に関しても、熊本の地場小規模事業者は上

げることができず、今後人材が集まるか心配との

声も聞こえてきます。

　ＴＳＭＣの影響で、県経済が潤ったり、県民の

所得が上がっていくことは非常に喜ばしいことで

すし、これからも効果を最大限に広げていただき

たいと思います。

　もちろん、人材確保のために、業界団体や企業

の努力も必要だとは思いますが、人口が減少して

いく中で、人材を確保することはとても難しいと

思います。

　また、ブラックのイメージがある業界、実際は

そうではないのかもしれませんが、長時間労働や

外でのきつい作業、大変な割に給料が安い、こう

いったイメージから人材が入ってこないなど、様

々な要因があると思います。

　そこで質問です。

　人口が減少している中、様々な影響で人材確保

が厳しくなってきております。そのことをどのよ

うに認識しているのか、また、課題解決のため、

どのような取組を行っていくのか、商工労働部長

にお尋ねします。

　　〔知事蒲島郁夫君登壇〕

○知事(蒲島郁夫君)　人口減少は、生産力の低下

や消費市場の規模縮小だけでなく、深刻な担い手

不足、また、地域文化やコミュニティー維持が困

難になることなど、地域の将来に大きな影響を与

えることから、強い危機感を持っています。

　全国より10年早く人口減少局面に突入している

熊本県の現状を踏まえると、出生数が増える環境

をつくり、そして転出者と転入者の差である社会

減を縮小させ、人口減少を抑制していく必要があ

ります。

　私は、第２期熊本県まち・ひと・しごと創生総

合戦略に基づき、子供を安心して産み育てられる

環境づくりや若者の地元定着、魅力ある地域づく

りなど、地方創生の取組を進めてきました。その

結果、本県の社会減は、令和元年の3,900人から

令和４年には377人まで縮小しています。

　今後も、高校卒業者の県内就職率の上昇、半導

体企業の集積による新規雇用の増加、さらに移

住、定住の促進などの取組を進め、人口減少の抑

制を図ってまいりたいと思っています。

　あわせて、人口減少社会であっても、持続可能

な社会づくり、地域づくりを進めていく必要があ

ります。

　地域の方々と様々な関わりを持つ関係人口の創

出と拡大は、地域の活性化や地域づくりの担い手

確保にもつながってまいります。

　そのため、県では、さらなる関係人口の拡大を

目指し、全国の熊本ファンをターゲットとしたラ

ブくまプロジェクト、長期滞在や定期的な訪問が

期待されるワーケーションの推進などに取り組ん

でいます。

　このような取組により国内外の熊本ファンを増

やし、そうした方々の力を取り込むことで、持続

可能な新しい熊本の実現に取り組んでまいりま

す。

　　〔商工労働部長三輪孝之君登壇〕

○商工労働部長(三輪孝之君)　人材の確保が難し

くなってきていることに対する認識と課題解決に

向けた県の取組についてお答えします。

　熊本労働局の発表によると、本年４月の県内有

効求人倍率は、1.37倍で、コロナ前の状況には回

復していないものの、全国水準を上回る状況で推

移しています。
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　また、本年３月の県内の高等学校卒業者につい

ては、求人倍率が3.69倍とバブル期を上回ってお

り、若者を中心に人材不足の状況が顕著になって

います。

　県内企業からは、社員を募集しても応募が少な

い、待遇を改善しないと社員が確保できないとい

う声も多く聞いており、企業にとっての人材確保

は、非常に厳しい状況にあると認識しています。

　このような状況を踏まえて、県では、特に若者

の県内就職の促進に取り組んでいます。

　具体的には、若者に県内企業を選んでもらうた

め、働く人が生き生きと輝き、安心して働き続け

られる企業をブライト企業として認定していま

す。ユーチューブやＳＮＳなどを活用し、社員の

労働環境や処遇の向上に取り組む魅力的なブライ

ト企業をＰＲしています。

　現在、384社がブライト企業の認定を受けてお

り、昨年度ブライト企業に就職した新規学卒者は

1,784人となり、企業からは、認定を受けること

によって、企業イメージの向上につながっている

との高い評価を得ているところでございます。

　また、県内企業の合同説明会やインターンシッ

プなどのマッチングフェアを実施することによ

り、若者と県内企業の出会いの場の創出にも取り

組んでいます。なお、来年２月に開催するくまも

と産業復興エキスポには、多くの大学生、高校生

などにも来場してもらい、県内企業の技術力の高

さを体感していただく予定です。

　一方、人材確保に悩む県内企業に対しては、無

料で専門家を派遣して、若者に印象づける自社の

アピールポイントの発見や採用担当者の育成など

の伴走型支援を行い、企業の採用力向上を図りま

す。

　今後とも、就職先として若者に県内企業を選ん

でもらうための様々な取組を実施し、企業の人材

確保を全力で支援してまいります。

　　〔橋口海平君登壇〕

○橋口海平君　知事と商工労働部長に答弁いただ

きました。知事も部長も、非常に強い危機感を持

って、様々な対策を行っているというお話があり

ました。

　この人口減少社会をどう乗り越えていくかとい

うのは、様々なやっぱり知恵を出し合いながらや

っていかないといけないというふうに思っており

ます。県庁だけではなく、民間というものも含め

て、それとデジタル、こういったものを活用し

て、この難局を乗り越えていかなければならない

と思いますので、どうか皆様方で知恵を出し合っ

て、共に熊本の未来をつくっていければというふ

うに思っております。

　続きまして、建設産業の働き方改革について質

問いたします。

　働き方改革とは、もう既に皆さん御存じとは思

いますが、働き方改革にある背景は、生産年齢人

口が想像以上に減少していることが挙げられま

す。

　生産年齢人口は、2060年にはピーク時の約半

分、4,418万人になるというデータもあります。

　この労働人口が減っていく中で、労働力不足を

解消するためには、働き手を増やすこと、これま

で少なかった女性技術者等の働き手を増やすこ

と、それと生産性を上げること、このようなこと

に取り組むというのが働き方改革であります。

　官邸のホームページには「働き方改革は、一億

総活躍社会実現に向けた最大のチャレンジ。多様

な働き方を可能とするとともに、中間層の厚みを

増しつつ、格差の固定化を回避し、成長と分配の

好循環を実現するため、働く人の立場・視点で取

り組んでいきます｡」と記載されております。

　建設業の方と働き方改革の話題が出るときに、
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労働力が減っているのに、働き方改革で労働時間

ばかりが短縮されれば、ますます工事が進まぬよ

うになる、このような話を聞くことがありまし

た。

　私も実際そう思っておりましたが、人口が減っ

ているからこそ、働き方改革をして労働人口を増

やしていく努力をしなければならないし、また、

働く時間を減らして生産性を上げる取組も進める

努力をしないといけないと思ったところでありま

す。

　建設業の現状を少しお話ししますと、就業者数

に関しては、年々減少しております。建設業の就

業者は、ピークの平成９年には685万人だったの

が、令和４年には479万人と、25年間で約206万人

も減少しております。技術者においては、平成９

年が41万人だったのが、令和４年は37万人、技能

者は、平成９年が455万人だったのが、302万人と

なっております。

　技術者においては、平成22年が31万人だったの

で、ここ最近では増加傾向にあると思います。し

かし、技能者に関しては、25年間で約153万人も

減少しております。

　そしてまた、高齢化も問題となっております。

就業者の３割以上が55歳以上、29歳以下は１割以

下となっております。この数字は全国のものです

が、この傾向は本県にも当てはまることだと思っ

ております。

　このような状況から、人材の確保、そして生産

性向上を行っていかなければならないということ

は、働き方改革を進めていかなければならないの

ではないのでしょうか。

　また、令和元年に担い手３法が改正され、新担

い手３法となりました。担い手３法とは、公共工

事の品質確保の促進に関する法律、建設業法及び

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する

法律です。

　この担い手３法の中に、働き方改革の推進とし

て、適正な工期設定だったり、適切な設計変更、

情報通信技術の活用による生産性向上等が記載さ

れており、法に基づいて働き方改革を進めていか

なければなりません。

　そのような中で、例えば本県では、令和３年度

の熊本県発注工事の週休２日の取組状況は40.9％

となっており、全国平均の30.7％を上回る数字と

なっております。この数字を見ると、県も働き方

改革を進めているんだと実感しております。

　しかしながら、現場の声を聞いてみると、技術

者からは、書類作成に時間がかかり、働き方改革

をあまり実感できないとの声も聞こえてきます。

　そこで質問です。

　建設産業の働き方改革について、県はどのよう

に取り組んでいるのか、土木部長にお尋ねしま

す。

　　〔土木部長亀崎直隆君登壇〕

○土木部長(亀崎直隆君)　建設産業は、地域のイ

ンフラの整備やメンテナンス等の担い手であると

同時に、災害時には最前線で社会の安全、安心の

確保を担う地域の守り手として、県民の生活や地

域経済、雇用を支える大きな役割を担っておりま

す。

　全国的に建設業就業者の高齢化が進む中で、本

県では、熊本地震以降、建設業界の御尽力もあ

り、建設産業の役割や魅力に対する理解が進み、

若手入職者が微増するなど、明るい兆しが見えて

おります。

　しかし、業界全体としては、全国と同様に、次

世代への技術の継承、若手人材の育成、確保が引

き続き重要な課題となっており、議員御指摘のと

おり、建設産業の働き方改革を進めることが必要

です。
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　そこで、県としましては、まずは週休２日制の

拡大に取り組むとともに、建設現場のあらゆるプ

ロセスへのＩＣＴ導入の推進などにより、生産性

の向上を図ることが重要と考えております。

　県では、昨年まで、災害復旧工事などを除く工

事で、現場での作業を行わない、いわゆる現場閉

所を前提とした週休２日を導入してまいりまし

た。

　これに加え、今年度からは、現場閉所が難しい

工事にも、技術者等が交代しながら休日を確保す

る交代制を追加し、さらに多くの工事現場におい

て週休２日を導入できる環境を整えました。

　さらに、今年６月以降の総合評価落札方式の入

札では、週休２日やＩＣＴ施工に取り組む場合

に、加点する評価項目を追加することといたしま

した。

　なお、業界独自の取組としまして、現場技術者

が作成していた工事関係書類の一部を事務職員が

担うことで、技術者の時間外勤務の縮減につなげ

た事例もあり、県としましても、このような取組

を広げていきたいと考えております。

　また、令和６年４月からは、建設産業も、労働

基準法に基づく時間外労働規制の対象となりま

す。このようなタイミングであることも踏まえま

して、さらに働き方改革への意識醸成も図ってま

いります。

　今後も、持続可能な建設産業の実現に向けて、

建設業界と連携協力し、建設産業の働き方改革が

着実に進むよう、しっかりと取り組んでまいりま

す。

　　〔橋口海平君登壇〕

○橋口海平君　土木部長から答弁いただきました

が、建設産業の働き方改革を促進させるために

は、現実問題として、現場で働いている方々、そ

して受注した会社が無理をしない工期、また、工

事の内容に合った設計変更など、このことは品確

法にもありますので、発注者側の理屈だけではな

く、品確法を厳守して、そして受注者とよく協議

を行って、来年度から正式に始まります働き方改

革を進めていただきたいと思います。

　このことは、土木部だけではなく、農林水産部

をはじめとした公共工事全てのことに当てはまる

ことですので、しっかりと取り組んでいきたいと

思っておりますので、連携を図りながらお願いい

たします。

　私も、これからも受注した企業に話を伺いなが

ら、リサーチしながら、働き方改革が本県におい

てスムーズに進むよう指摘してまいりたいと思っ

ておりますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。

　続いて、2023年に３つの国際スポーツ大会、こ

のことについて質問させていただきます。

　本県では、2019年に２つの大きな国際スポーツ

大会が行われました。１つ目は、ラグビーワール

ドカップ2019です。10月６日と13日、えがお健康

スタジアムで２試合行われました。６日は、フラ

ンス対トンガ、観戦者数は２万8,477人。13日

は、ウェールズ対ウルグアイ、観戦者数は２万

7,317人。ファンゾーンの来場者数は５万723人。

経済波及効果は106億7,600万円。

　２つ目は、2019女子ハンドボール世界選手権大

会です。11月30日から12月15日にかけて、パーク

ドーム熊本、県立総合体育館、アクアドームくま

もと、八代市総合体育館、山鹿市総合体育館の５

つの会場。参加国は24か国、合計96試合が行われ

ました。観戦者数は31万5,748人、これは、女子

大会歴代２位の記録です。日本は10位でしたが、

アジアでは最高位でした。経済波及効果は98億

5,200万円。

　今思い出しても、本当に盛り上がった大会だと
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思います。熊本の中心部を歩いていても、こんな

にも外国の方々が楽しそうに歌を歌いながら盛り

上がっていて、こんな光景は初めてだったのでは

ないかと思います。

　私も、ラグビーもハンドボールも見に行きまし

たが、とても興奮し、こんなすごい大会が熊本で

できたことを本当にうれしく思いました。県職員

の皆様も、本当に頑張っておられたことを覚えて

おります。

　2016年にくまもとハロープログラムというレガ

シープログラムを策定し、４つの方向性を掲げま

した。１つ目が「震災からの復興の姿の発信｣、

２つ目が「スポーツの普及と振興｣、３つ目が

｢インバウンド観光の推進｣、４つ目が「国際交流

の促進」です。

　全てのプログラムにおいて、様々な成果を上げ

ることができ、この２つの国際スポーツ大会を一

過性のイベントとすることなく、大会から得られ

た成果をレガシーとして継続させたいとの報告を

受けました。そのとおりだと思います。

　しかしながら、スポーツ大会が終わって数か月

後には新型コロナウイルスが発生し、海外との往

来や様々なイベントがなくなってしまいました。

残念ながら、レガシーの一部分は、新型コロナウ

イルスの影響で途切れてしまったものがあるので

はないかと思います。コロナがなかったら、これ

を契機にもっともっと海外との交流等が増えてい

ったのではないのでしょうか。

　幸いなことに、本県では、県をはじめ関係者の

御努力もあり、今年３つの国際スポーツ大会や国

際スポーツ試合が開催されます。７月15日には、

リポビタンＤチャレンジカップ2023、これはラグ

ビーの国際試合で、日本代表対オールブラック

ス・フィフティーンの戦いが、えがお健康スタジ

アムで行われます。そして、10月８日には、マイ

ナビ ツール・ド・九州、瀬の本高原をスタート

地点とし、道の駅あそ望の郷くぎのをフィニッシ

ュ地点とした約106キロのサイクルロードレー

ス。そして、11月14日から19日にかけて、熊本マ

スターズジャパン、世界トップクラスの選手たち

が参加する国際バドミントン大会、スーパー

500、世界７か国・地域で開催されている大規模

な大会が県立総合体育館で行われます。いずれの

試合も、海外から選手がやってきて、観戦者は全

国からこの熊本の地を訪れてくるだろうと思われ

ます。

　そこで質問です。

　2019年に行われた２つのスポーツ大会では、レ

ガシーを掲げて大会を開催しました。今年ある３

つの国際スポーツ大会や国際試合には、レガシー

は掲げないにしても、経済波及効果だけではな

く、様々なプラスの影響が本県にあると思いま

す。

　この３つのスポーツ大会を通じて、どのような

ことを期待するのか、また、未来に何を残そうと

しているのか、大会にかける意気込みや思いを含

めて、知事にお尋ねいたします。

　　〔知事蒲島郁夫君登壇〕

○知事(蒲島郁夫君)　2019年の国際スポーツ大会

は、世界トップレベルのプレーを間近で見るまた

とないよい機会となり、熊本地震で傷ついた多く

の県民の夢や希望につながりました。また、世界

中から訪れた大勢の選手や観客との交流は、おも

てなしの心の醸成につながり、大会の成功は県民

の自信につながりました。

　これらの大会の成果をレガシーとして次世代に

引き継ぎ、スポーツによる誘客を通じたさらなる

活性化を図るため、昨年１月に、官民一体でくま

もっと旅スポコミッションを設立しました。

　このコミッションの活動が実を結び、ラグビー
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日本代表国際試合、２つ目が、サイクルロードレ

ース、ツール・ド・九州、そして３つ目が、熊本

マスターズジャパンによるバドミントンの国際大

会であります。この３つの大会を熊本へ誘致でき

たことを大変うれしく思っています。

　私は、この３つの国際大会で、経済波及効果は

もとより、災害から復興する熊本の姿を国内外に

広く発信するとともに、コロナ禍や災害に見舞わ

れた県民の皆様に希望や誇りを持っていただきた

いと考えています。

　そして、何よりも、世界トップレベルの選手た

ちの迫力あるプレーを間近で見ることで、熊本の

未来を担う子供たちの夢につながるとともに、競

技の普及、発展にも大きく寄与するものと確信し

ています。

　県としては、2019年の国際大会で培ったおもて

なしの心やノウハウを生かしながら、本年開催さ

れる３つの国際大会の成功に向けて、全力で取り

組んでまいります。

　そして、その成功をレガシーとして、新たな国

際スポーツ大会の誘致やスポーツのさらなる振興

につなげてまいります。

　　〔橋口海平君登壇〕

○橋口海平君　知事から、しっかりとした意気込

みを聞くことができました。

　スポーツの持つ力というものは物すごいものだ

と思っております。子供たちに夢を与えたり、ま

た、希望を与えたりするものだと思っておりま

す。もっともっとこの大会があるということを発

信して、それが成功につながると思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。

　次に、熊本県におけるＤＸ推進の成果と今後の

取組について質問します。

　国においては、デジタル庁が2021年９月に組織

され、その後、2022年６月にはデジタル田園都市

国家構想基本方針が発表されました。

　デジタル田園都市国家構想とは、地方を中心

に、人口減少、少子高齢化、過疎化、東京圏への

一極集中、地域産業の空洞化、こうした課題を解

決するために、急速に発展しているデジタル技術

を活用し、地域の社会課題の解決と魅力の向上を

図っていくものです。

　そして、この構想を実現するために、国は、デ

ジタル田園都市国家構想総合戦略を2022年12月に

策定いたしました。

　この総合戦略では、各府省庁の施策を充実強化

し、施策ごとに2023年度から2027年度までの５か

年のＫＰＩとロードマップが位置づけられており

ます。

　地方においても、地域が抱える地域課題などを

踏まえて、地域の個性や魅力を生かす地域ビジョ

ンを掲げた地域版総合戦略の策定に努めてくださ

いとあり、国は、政府一丸となって地域ビジョン

の実現に向けた地方の取組を総合的、効果的に支

援していきますとなっています。

　このように、デジタル田園都市国家構想におい

て、デジタルの力で社会課題解決を進める方向性

が示されております。

　そのような中、県庁内の組織として、2022年４

月１日に、企画振興部内に庁内外のＤＸを推進す

るデジタル戦略局が新設されました。早いもの

で、もう１年以上がたちました。

　昨年の６月議会でも、一般質問でデジタルにつ

いて取り上げました。その際は、デジタル社会の

実現に向けては、住民に身近な行政を担う市町村

の役割も極めて重要になる、全ての国民にデジタ

ル化の恩恵を行き渡らせるための市町村の支援に

ついてお伺いしました。

　デジタル担当理事からは、ＤＸ推進連絡調整会

議を設置、先行事例の共有を図りながら市町村を
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支援する、また、個別の課題解決を支援するた

め、専門人材の派遣を行っている、県としては、

市町村のデジタル化、ＤＸを計画的かつ効率的に

実行していくため、県が主導的な役割を果たしな

がら市町村を支援していくと答弁がありました。

　これからも、住民に一番近いのが市町村です。

しっかりと市町村に対しても、支援、そして連携

を図りながら、デジタル化を進めていただきたい

と思います。

　そして、今後さらに県全体のＤＸを推進するた

めには、民間での取組を推進する必要があると考

えます。

　県では、昨年６月に、産学行政から成るくまも

とＤＸ推進コンソーシアムを設立され、参加団体

も増えてきていると聞いています。

　その一方で、民間企業の方々からは、ＤＸを進

めたいが、何から始めていいか分からないという

意見もお聞きしており、ＤＸ推進には、こうした

民間企業の方々へのアプローチをさらに行ってい

くことが重要だと思います。

　また、住民生活がより豊かになるために、国が

掲げるデジタル田園都市では、データの利活用が

重要になるとされており、行政や民間が持つデー

タを活用するための仕組みを整備することで、医

療などの住民サービスがさらに充実するものと思

います。

　そこで質問です。

　デジタル戦略局が組織されて１年がたちました

が、これまでの取組の成果と県全体でのさらなる

ＤＸ推進に向けた今後の取組についての方向性に

ついて、デジタル戦略担当理事にお尋ねいたしま

す。

　　〔理事小金丸健君登壇〕

○理事(小金丸健君)　県では、昨年４月にデジタ

ル戦略局を設置し、県全体のデジタル化、ＤＸを

推進しています。令和４年度においては、最初の

ステップとして、ＤＸの機運醸成と優良事例の創

出に重点的に取り組みました。

　その結果、昨年６月に設立した産学行政から成

るくまもとＤＸ推進コンソーシアムについては、

設立から１年余りで、企業や大学などを中心に、

439団体まで参加団体が増えています。コンソー

シアムの主催で講演会やセミナー等を行ってお

り、ＤＸ推進に向けた機運の高まりを感じていま

す。

　また、参考となる優良事例の創出に向けて、企

業等から提案を募り、デジタル技術を活用して課

題解決を図る実証事業も実施しております。昨年

度は、農業やヘルスケアなどに関する実証事業を

行い、ほかの分野でも参考となる事例の創出を行

うことができました。

　一方で、企業や団体の皆様からは、議員御指摘

のとおり、デジタル化の進め方が分からないとい

う御意見も伺っています。

　このため、引き続き、セミナーなどを通じてデ

ジタル化に関する理解の向上に努めるとともに、

民間の技術を活用し、取組を支援してまいりま

す。

　具体的には、本年の秋に人材不足等の課題を有

する企業とデジタル技術やサービスを有する企業

との商談会を開催するなど、マッチング支援を行

ってまいります。

　また、市町村における住民サービス向上や企業

における新製品の開発などを効率的かつ効果的に

行うためには、データの利活用が重要です。

　このため、オープンデータの拡充やデータ連携

基盤の構築など、データの利活用に関する環境整

備を進めており、今定例会に関連予算を提案して

います。

　さらには、現在、宿泊や通信販売などで多くの
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データを保有する楽天グループとデータを活用し

た地域活性化などに関する連携を進めており、今

後もデータ利活用に向けた民間との連携を積極的

に進めてまいります。

　デジタル戦略局も２年目を迎えました。こうし

た産学行政が連携した取組を加速させながら、引

き続き、県全体のＤＸ推進に全力で取り組んでま

いります。

　　〔橋口海平君登壇〕

○橋口海平君　現在、ＤＸやデジタルというと、

マイナンバーカードのごたごたでマイナスのイメ

ージを持つ方がいらっしゃいますが、これは、デ

ジタルが悪いのではなく、システムが悪いのだと

思います。デジタルは、人口減少が進む中で、地

方での課題解決を行うための必要なツールだと思

っています。

　ぜひ、これから、オープンデータなどを活用

し、民間と連携を図って県のＤＸを進めていただ

きたいと思います。そして、誰一人取り残さない

デジタル化をお願いいたします。

　次に、消費者行政の推進について質問します。

　今定例会に「地方消費者行政に対する財政支援

(交付金等)の継続・拡充を求める意見書」の提出

を求める請願が提出されております。

　この請願は、毎年熊本県弁護士会及び適格消費

者団体ＮＰＯ法人消費者支援ネットくまもとから

提出されており、自民党の藤川議員、池田議員、

今年は副議長なのでなっておりませんが、内野副

議長とともに私も紹介議員となっており、国に対

して意見書も毎年提出していただいております。

　昨年は、溝口議長、髙野副議長に直接副大臣に

手渡ししていただきましたが、このように、自民

党でも窓口になって、これまで地方消費者行政に

ついて対応してきましたが、これからもしっかり

と取り組んでいく必要があります。

　このようなことから、今回、消費者行政の推進

について取り上げさせていただきます。

　消費生活課に設置してある消費生活センターで

は、商品やサービスなど消費生活全般に関する苦

情や問合せなど、消費者からの相談を専門の相談

員が受け付け、公正な立場で処理に当たっていま

す。

　本県では、熊本県消費生活センターのほか、14

市全てに消費生活センターを設置、31町村全てに

消費生活相談窓口を設置しております。

　県消費生活センターは、消費生活相談員13人体

制で行っており、市では、消費生活相談員による

週４日以上の相談体制、29町村で消費生活相談員

による相談対応を実施しております。

　県の消費生活センターへの相談は、平成28年の

7,508件を最高に、令和４年度は4,840件相談が寄

せられております。推移を見てみますと、減少傾

向にあります。

　また、令和４年度の被害額は約８億4,000万円

のところ、専門の消費生活相談員によるあっせん

により、約１億3,000万円の被害を回復しており

ます。専門の消費生活相談員が親身になって相談

に乗り、頑張っておられるから、これだけの金額

が回復しているのではないかと思い、心より敬意

を表します。

　私も、ネットショッピングをして騙されたとの

相談があった際、消費生活センターに電話して相

談するようお伝えしたところ、被害額は全て返っ

てきたと、喜びの声を聞いた覚えがあります。

　相談は、多いものから、商品一般、次に役務そ

の他、これは保険請求サービス等ですが、災害が

あった後に増加するものと思います。また、定期

購入によるトラブルが多い化粧品、健康食品、こ

ういったものが上位を占めております。

　相談者は、男性より女性が多い傾向にもありま
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す。また、高齢化もあり、60歳以上の高齢者から

の相談割合が高い傾向にあります。しかしなが

ら、10代、20代の相談もあり、ゲームや出会い系

サイト、動画の架空請求やマルチビジネスなどの

相談が多いそうです。もちろん、高齢者の相談が

多いわけですが、若い人たちも気をつけなければ

なりません。

　そして、国の令和４年版消費者白書によると、

消費者トラブルに遭った人のうち、消費生活セン

ター等へ相談する人の割合は、約3.2％との調査

結果があります。ということは、トラブルに遭っ

たほとんどの人は、消費生活センターのような専

門の相談員がいるところに相談してないというこ

とです。

　そのようなことを考えたら、消費生活センター

を多くの人に周知してもらい、もっと多くの人が

相談することで、回復される被害がもっと増える

のではないかと思います。また、それだけ相談す

る人が増えるのならば、専門の消費生活相談員が

もっと必要になるのではないのでしょうか。

　スクリーンを御覧ください。(資料を示す)

　これは、熊本県内の消費生活相談員の年齢別内

訳を表したグラフで、現在の消費生活相談員の年

齢構成は、30代が５％、40代が13％、50代が27

％、60代が44％、70代が11％となっております。

60代と70代を合わせると55％になります。

　次のスクリーンを御覧ください。(資料を示す)

　これは、県内の消費生活相談員の経験年数を表

したグラフで、経験年数を見ても、10年未満が46

％、10年以上が54％となります。

　この結果を見ると、相談員の高齢化が顕著で、

今後を心配しているところです。

　そこで質問です。

　県民にもっと相談してもらい、被害を回復する

ために、県としてどのような取組を行うのか、ま

た、専門の消費生活相談員を継続して確保してい

くため、どのように取り組むのか、環境生活部長

にお尋ねします。

　　〔環境生活部長小原雅之君登壇〕

○環境生活部長(小原雅之君)　まず、相談を増や

し、被害回復を図るための取組についてお答えし

ます。

　消費者被害に遭われた方からの相談を増やし、

被害を回復するためには、議員御指摘のとおり、

解決のための助言や事業者との間に立って調整を

行うあっせんにより、消費者被害の回復に取り組

んでいる消費生活センター等のことを、まずは県

民に認知していただくことが重要です。

　そのため、県では、地元紙と連携した消費生活

に関する記事の定期掲載や出前講座を行うととも

に、関係機関と連携した特別相談会を開催するな

ど、消費生活センター等の周知啓発を行っていま

す。

　また、今定例会には、テレビコマーシャルやソ

ーシャルメディアを活用したターゲティング広告

など、高齢者から若年層までの幅広い年代に対す

る周知啓発を行うための予算を提案しており、消

費生活センター等のさらなる周知に努めることと

しています。

　次に、専門の消費生活相談員の継続確保の取組

についてお答えします。

　消費生活相談員は、消費者安全法により、関係

法令、相談実務等に関する資格試験の合格者もし

くは同等以上の専門知識及び技術を有する専門職

とされています。このことに加え、消費生活全般

に関する幅広い相談対応をすることから、経験も

必要となります。

　議員御指摘のとおり、相談員の高齢化が進んで

おり、次世代を担う人材の育成が必要だと考えて

います。
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　今定例会に、消費生活相談支援サポーター育成

のための予算を提案していますが、サポーターに

は、それぞれの地域において、消費者被害に遭わ

れた方を早期に発見し、市町村の消費生活センタ

ー等につなぐ役割を期待しております。

　これらの取組を通じて、消費者問題に意欲を持

って活動する人材を発掘し、実際に活動もしてい

ただくことにより、次世代の消費生活相談員の確

保につなげたいと考えています。

　県としては、国や市町村等と連携し、消費生活

相談体制の維持、充実を図るとともに、弁護士会

や適格消費者団体等の関係機関とも協力しなが

ら、県民の消費生活の安定及び向上を図ってまい

ります。

　　〔橋口海平君登壇〕

○橋口海平君　ぜひ、これからもしっかりと予算

を確保し、周知啓発、そして課題となっている人

材育成、確保にもさらに取り組んでいただきたい

と思います。

　人材が少なくなっては、救われる被害者が少な

くなってしまいます。相談員の皆様、引き続き頑

張っていただきたいと思います。これからも、予

算確保ができているのか、紹介者の先生方ととも

に見続けていきたいと思いますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。

　次に、家庭でのゼロカーボンの取組について質

問させていただきます。

　本県では、令和元年に、2050年熊本県内ＣＯ2

排出実質ゼロを宣言し、それに向けて取り組んで

いるところです。

　2020年度の県全体でのエネルギー使用量は、新

型コロナウイルス感染拡大による外出自粛等によ

り、2013年度以降最少となっております。しかし

ながら、温室効果ガス排出量については、2019、

2020年度ともに前年度比で増加しております。こ

れは、電力会社の発電時のＣＯ2排出割合が原子

力発電所の停止等により増加したためだそうで

す。

　そしてまた、新型コロナウイルスでの自粛等が

終わった今、エネルギーの使用量も、コロナ前く

らいにまで戻るのではないかと危惧しておりま

す。

　2020年度の部門別温室効果ガス排出量のうち、

家庭部門が17.7％となっており、これから一人一

人の取組も重要になってくるのではないかと思い

ます。

　特に、コロナ禍で家庭部門の排出量が増加して

いる中、省エネ家電の推進をはじめとした家庭で

の取組を推進していく必要があると思います。

　例えば、岐阜県では、ぎふ省エネ家電購入応援

キャンペーンという取組を進めており、長期的な

エネルギー価格高騰を踏まえ、省エネ性能の高い

家電の購入を支援し、電気料金の負担軽減や省エ

ネルギーの促進を目的とするものです。

　このような取組は、省エネ製品を買い換えるき

っかけとなります。本県でも、家庭でのゼロカー

ボンの推進には、県民の行動を促すきっかけが必

要になるのではないかと思います。

　県では、くまもとゼロカーボン行動ブックを作

成されていて、非常に分かりやすくできています

が、今後どのように県民の行動につなげるかが課

題だと感じております。

　そこで質問です。

　エネルギーが高騰する中、省エネルギーを促進

する取組など、家庭でもゼロカーボン社会に向け

て取り組んでいく必要があると思いますが、県で

は、何をきっかけに、今後どのように取り組んで

いくのか、環境生活部長にお尋ねします。

　　〔環境生活部長小原雅之君登壇〕

○環境生活部長(小原雅之君)　2020年度の家庭部
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門における温室効果ガスの排出量は、コロナ禍で

在宅時間が伸びた影響もあり、前年度に比べ約１

割増加しています。このようなときこそ、議員御

指摘のとおり、県民一人一人にＣＯ2削減につな

がる行動を取っていただけるよう、そのきっかけ

となる具体的な情報を提供し、県全体に浸透させ

る必要があると考えています。

　そこで、県では、議員御紹介のとおり、36の具

体的な行動とＣＯ2の削減効果、経済的なメリッ

トを見える化したくまもとゼロカーボン行動ブッ

クを作成し、普及啓発や環境教育を推進していま

す。

　昨年度は、企業、団体等への講演に加え、肥後

っ子教室で環境センターを訪れた約１万7,000人

の小学５年生の教材としても活用し、次世代を担

う子供たちへの啓発も進めました。

　本年度は、36の行動のうち、特に２つの項目に

ついて、重点的に啓発に取り組みます。

　１つは、ゼロカーボンと節水につながる行動で

す。

　例えば、シャワーを１分間短くすると、１年で

１人当たりガソリン換算で12リットル分のＣＯ2

削減につながります。これは、経済的には１人当

たり年間4,300円の光熱費等の削減になるだけで

なく、年間4.4トンの節水となります。これは、

水道使用量の５％程度の削減となり、地下水の取

水量についても、県全体で500万トン程度、熊本

地域全体で400万トン以上削減できる計算とな

り、ゼロカーボンの推進と地下水の保全につなが

ります。

　もう一つは、住まいのゼロカーボン化、特に既

存住宅の高断熱化のため、断熱リフォームの促進

に取り組みます。

　令和２年度に県が実施したアンケートでは、地

球温暖化対策として、省エネ家電や製品の購入に

は６割強の県民の方々が取り組んでいるとの結果

でしたが、断熱効率のいい家づくりには約２割し

か取組が進んでいないことが明らかとなりまし

た。

　断熱リフォームは、窓などの一部の実施でもＣ

Ｏ2削減効果が高く、国の支援も拡充されていま

す。そこで、断熱効果が高い工法、費用や効果等

を分かりやすく整理し、県民に断熱リフォームを

促すきっかけにしたいと考えています。

　このように、県としては、県民の意識の転換に

向けた情報提供等の取組を着実に進め、県民の具

体的かつ自発的な行動につなげることができるよ

う、しっかりと取り組んでまいります。

○副議長(内野幸喜君)　橋口海平君。――残り時

間が少なくなりましたので、発言を簡潔に願いま

す。

　　〔橋口海平君登壇〕

○橋口海平君　シャワーを１分短くすれば、１人

4,300円の削減になるという話でした。また、節

水に関しても、熊本地域で400万トンの地下水の

節水になるということです。これは、ＪＡＳＭが

取水する量と同等であります。ということは、県

民一人一人が気をつけることで、熊本の地下水を

守ることにつながると思います。ぜひ、県におい

て、県民の行動が変わるきっかけとなるよう、広

めていただきたいと思います。

　最後に、ＮＴＴ西日本桜町ビルの今後について

要望いたします。

　このビルは、皆さん御存じのとおり、桜町にあ

り、サクラマチクマモトや花畑広場など、再開発

が進んでおります。

　このビルも、当初の予定では、ＮＴＴ西日本

も、2024年度に複合商業ビルを開業する計画があ

りましたが、コロナの影響もあり、計画を再検討

しております。
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　話は変わりますが、熊本県庁は、1967年に現在

の水前寺に移転してきました。それまでは、先ほ

ど申し上げたＮＴＴ西日本桜町ビルも含めた桜町

に熊本県庁がありました。その当時、この桜町地

域は、公共性が高い地域だったのではないかと思

います。このＮＴＴビルも、この場所に移動する

までは、現在の熊本市役所の場所にあったそうで

す。

　このように、ＮＴＴビルも、もともとは電電公

社のビルとして、今以上に公共性が高い建物では

なかったのかと思います。

　そのようなことから、ＮＴＴ西日本桜町ビル跡

には、公共性が高い施設が必要と思いますので、

地域的、歴史的背景を考慮して、県からも協議や

働きかけを行うなどの取組をお願いしたいと思い

ます。

　以上で本日用意していた質問が全て終了いたし

ました。何とか時間間に合いましたので、ほっと

しております。

　御清聴ありがとうございました。(拍手)

○副議長(内野幸喜君)　以上で本日の一般質問は

終了いたしました。

　明15日は、午前10時から会議を開きます。

　日程は、議席に配付の議事日程第５号のとおり

といたします。

　本日は、これをもって散会いたします。

　　午後０時８分散会




